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年報発刊にあたって 

 

 

令和 6 年度を振り返りますと外国為替相場の

円安、諸物価上昇の中で、大企業を中心に大幅な

賃金のベースアップが実施されました。医療界に

おきましても診療報酬の改定の中に、医療従事者

のベースアップが盛り込まれ、当法人におきまし

ても賃金の見直しが実施されました。しかし、今

年度に入りましても米価格をはじめ諸物価の高

騰は続き、病院経営に多大な影響を与えています。 

 

 世界に目を転じますと、アメリカではトランプ

大統領が誕生。世界で発生している戦争や、気候変動などの環境問題、関税などの

通商問題など大きく動き始めました。 

 

当財団は今後も 2040 年を見据えた医療提供体制の再構築、異常気象や地震をは

じめとする自然災害への対応、物価高騰の影響による材料費や光熱費などの支出拡

大、生産年齢者の人口減少の対応等、多くの課題がございますが社会の変化に柔軟

に対応し、公益法人として公衆衛生の向上と社会福祉の増進に貢献するため、全職

員が一丸となり将来に向けたビジョンを構築し「地域に必要とされる病院」であり

続ける様展開して参ります。 

 

精神科医療は患者様やその家族に加え、地域と医療提供者の相互の信頼関係を礎

として成り立つものであると考えております。令和 7年度には地域住民との直接交

流の場を広げる取り組みとして、公開講座、待合室コンサート、また 9月に滋賀県

で開催される「国民スポーツ大会」への選手派遣やボランティア参加など、地域と

のつながりを更に深めていく計画に基づき実行しています。 

 

皆様方のより一層のご支援ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

令和７年１２月 

公益財団法人青樹会 

理事長 大島 正義 

 

 



昭和27年 (1952) 7月 八幡精神病院として開院　許可病床 51床

初代理事長・院長に青木潔先生就任

昭和32年 (1957) 4月 准看護婦の養成委託開始（大津市民病院准看護婦養成所）；青樹会奨学制度の前身

昭和33年 (1958) 4月 財団法人青樹会八幡精神病院に名称変更

長浜精神病院開院（長浜市）

昭和39年 (1964) 4月 財団法人青樹会八幡青樹会病院に名称変更

昭和39年 (1964) 9月 初代理事長兼院長青木潔先生逝去（9月3日）

理事長に青木隆子氏就任

昭和39年 (1964) 11月 院長に魚谷隆先生就任

昭和42年 (1967) 1月 院長に竹尾餘一郎先生就任

昭和44年 (1969) 4月 看護学校精神科実習受け入れ（県立保健看護専門学校看護学科）

昭和44年 (1969) 10月 職員寮・院内保育所完成（従業員児童の保育開始）

昭和47年 (1972) 9月 管理棟、病棟増改築、開放病棟増築　許可病床 232床

昭和53年 (1978) 7月 名誉院長に竹尾餘一郎院長、院長に青木太副院長が就任

昭和56年 (1981) 8月 青樹会副理事長に青木太八幡青樹会病院院長が就任

青樹会常務理事に畑下嘉之長浜青樹会病院院長が就任

昭和60年 (1985) 11月 病棟増改築　精神老人病棟、作業療法棟設置　許可病床 313床

昭和61年 (1986) 5月 内科外来診療開始

昭和62年 (1987) 6月 会長に青木隆子理事長、理事長に青木太副理事長が就任

昭和63年 (1988) 11月 精神科作業療法施設基準承認　運用開始

平成元年 (1989) 7月 第１回（八幡･長浜青樹会・青祥会）３施設合同研究発表会開催

平成2年 (1990) 10月 職員寮「昌潔会館」完成　全個室84室  （平成27年4月 全館閉鎖）

平成4年 (1992) 3月 週休2日制実施　年間休日123日

平成6年 (1994) 11月 Ｃ棟改築完成　許可病床 413床　保険医療機関承認病床 360床

平成7年 (1995) 6月 院長に由利和雄先生就任

平成7年 (1995) 7月 循環器科診療開始

平成7年 (1995) 11月 院内保育所「わらびえん」完成 ～ 平成27年3月 わらびえん閉所

平成8年 (1996) 5月 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「青葉の里1､2号館」開設 ～ 26年3月 全棟新築

平成8年 (1996) 12月 訪問看護ステーション「おうみ」開設　

平成9年 (1997) 3月 ＭＲＩ設置　運用開始         平成29年7月　ＭＲＩ検査廃止

公益財団法人青樹会　　沿　　革



平成9年 (1997) 11月 精神科デイケア（小規模）開設

平成12年 (2000) 7月 訪問介護・居宅介護ヘルパーステーション「おうみ」開設

平成13年 (2001) 10月 給食業務委託開始　（患者・職員給食）

平成14年 (2002) 1月 青木太理事長逝去（1月5日）

理事長に畑下嘉之副理事長、副理事長に畑下圭子理事

大島正義理事　就任

平成14年 (2002) 9月 老人性痴呆疾患療養病棟60床 運用開始 　新病棟７単位体制実施

平成14年 (2002) 10月 新館Ｄ棟運用開始（精神科・内科外来診療、精神療養病棟、

内科合併症病棟、精神科デイケア、重度痴呆患者デイケアⅡ等）

許可病床 360床

平成15年 (2003) 7月 新看護3:1Ａ看護補助10:1夜勤加算　算定開始

協力型臨床研修病院に指定

平成16年 (2004) 4月 外来診察　番号呼び出しシステム運用開始

平成16年 (2004) 8月 精神障害者地域生活援助事業ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「青葉の里3号館」運用開始

平成16年 (2004) 10月 第59回国民体育大会軟式野球競技一般Ａの部 全国優勝（埼玉）

平成16年 (2004) 12月 外来調剤全面院外処方箋発行開始

平成17年 (2005) 8月 （財）日本医療機能評価機構　病院機能評価Ver.4.0 認定

平成18年 (2006) 4月 精神病棟入院基本料15:1　算定開始

平成18年 (2006) 4月 一般乗用旅客自動車運送事業（福祉輸送）開始

平成20年 (2010) 5月 心身喪失者等保護観察法（通院）指定医療機関指定

平成20年 (2010) 9月 認知症治療病棟入院料1（54床）　算定開始

平成22年 (2010) 8月 （財）日本医療機能評価機構　病院機能評価Ver.6.0 更新

平成23年 (2011) 4月 東日本大震災被災救援募金活動実施

福島県方面「心のケアチーム」３チーム派遣（延べ15日 13名）

平成24年 (2012)  4月 長浜青樹会病院セフィロトヘルスケア；社福)青祥会へ事業譲渡　　　

大島正義理事長による「財団法人青樹会」新体制スタート

平成24年 (2012)  7月 財団法人青樹会創立60周年記念式典・祝賀会開催

平成24年 (2012)  8月 Ａ･Ｂ棟空調設備節電改修工事竣工（建築物節電改修支援補助金）

平成25年 (2013) 4月 「公益財団法人青樹会　滋賀八幡病院」として名称変更・事業開始

新病院名除幕式、公益財団・新病院名発足記念式典･祝賀会開催

平成26年 (2014) 3月 グループホーム「青葉の里1・2号館」新築完成  運用開始



平成27年（2015）(2015) 1月 病院・睦クラブ協賛「病院新年会」開催　参加職員・子供 190名

平成27年 (2015) 3月 職員寮（青樹会寮Ⅰ・Ⅱ）新築、（青樹会寮Ⅲ）改修、青風寮リフオーム完成・運用開始

平成27年 (2015) 3月 急性期治療病棟改修（32床）完成、施設基準届出、9/1 算定開始

許可病床数変更許可　360床 → 350床

平成27年（2015）(2015) 4月 院内売店「PLUS*1」待合ホールに開設　営業開始　

平成27年 (2015) 10月 滋賀県指定　認知症疾患医療センター「おうみ」開設　運用開始

平成28年 (2016) 8月 （公財）日本医療機能評価機構病院機能評価3rdＧ：Ver.1.1 更新

平成28年 (2016) 11月 電子カルテシステム運用開始

平成29年 (2017) 4月 確定拠出年金制度 開始

平成29年 (2017) ７月 公益財団法人青樹会創立6５周年記念式典・祝賀会開催

平成29年 (2017) 9月 青木隆子青樹会元会長逝去（9月19日）　　偲ぶ会；12月9日

平成30年 (2018) ７月 旧職員寮「昌潔会館」解体および賃貸アパート新築工事着工

平成30年 (2018) ７月 ６病棟浴室にミスト浴槽（ＰＡＯタンク付きシャワードーム）設置

令和元年 (2019) 6月 賃貸アパート「ベルリード近江八幡」(３棟)･賃貸駐車場完成 運用開始

令和元年 (2019) 7月 病院建物・敷地内全面禁煙　実施（喫煙室閉鎖・灰皿撤去）

令和元年 (2019) 10月 野球部）第74回茨城国民体育大会軟式野球出場 ～ 1回戦勝利、２回戦惜敗

令和元年 (2019) 11月 従業員健康診断に任意検査として「癌検査」を新たに実施

令和元年 (2019) 12月 由利和雄院長 ～ 令和元年度秋の叙勲（瑞宝小綬章）受章

令和2年 (2020) 5月 新型コロナウイルス感染対策実施に対する「特別感謝金」を支給

令和2年 (2020) 6月 ＣＴ装置を更改設置

令和2年 (2020) 7月 対面での入院患者対面面会中止のためリモート面会開始

令和2年 (2020) 8月 入院患者1名より、ＰＣＲ検査陽性。同室患者、対応職員など85件

同室患者、対応職員など85件、ＰＣＲ検査の実施。いずれも陰性確認。

令和3年 (2021) 3月 リモート会議システム「Ｌｉｖｅ　Ｏｎ」導入

ペーパレスシステム「スマートディスカッション」導入

令和5年 (2023) 4月 院長に濱名優先生就任

令和6年 (2024) 7月 創立記念式典並びに公開講座の再開（新型コロナウイルスのため一時期中止）
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令和６年度公益財団法人青樹会 事業報告 

 

本会事業目的に基づき令和6年度事業を実施しましたので、実施状況を下記の通り報告します。 

       

-今 期 の 事 業 概 要- 

Ⅰ.法人役員会関係 

1）理 事 会 

1.日  時：令和６年３月２６日（火曜日）午後５時００分より 

場  所：滋賀八幡病院 ２階会議室 

・決議事項 

①令和６年度事業計画書案承認の件 

②令和６年度収支予算・資金調達及び設備投資見込み案の承認の件  

・報告事項 

①代表理事・業務執行理事の職務の執行の状況報告（議案は原案通り可決承認された） 

2.日  時：令和６年６月４日（火曜日）午後５時００分より   

場  所：滋賀八幡病院 ２階会議室 

・決議事項 

①第７２期計算書類・事業報告の承認の件  

②就業規則の改訂の件  

③役員等の選任の件  

④定時評議員会の招集の件  

⑤役員賠償責任保険の更新について  

・報告事項 

①代表理事・業務執行理事の職務の執行の状況報告（議案は原案通り可決承認された） 

3.日  時：令和６年１２月５日（木曜日）午後５時００分より 

場  所：滋賀八幡病院 ２階会議室 

・報告事項 

①令和６度度 上期事業報告 

②令和６年度 中間決算報告 

③代表理事・業務執行理事の職務の執行の状況報告（議案は原案通り可決承認された） 

4.日  時：令和７年３月２５日（火曜日）午後５時００分より 

場  所：滋賀八幡病院 ２階会議室 

・決議事項   

①令和7年度事業計画書案承認の件  



②令和７年度収支予算・資金調達及び設備投資見込み案の承認の件  

・報告事項  

① 代表理事・業務執行理事の職務の執行の状況報告（議案は原案通り可決承認された）

  

2）評議員会    

1.日  時：令和６年６月２０日（木曜日）午後５時００分より   

場  所：滋賀八幡病院 ２階会議室   

・決議事項  

① 第７２期(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)事業報告、貸借対照表、正味

財産増減計算書、及び財産目録の承認の件  

② 役員選任の件 

 

3）監事会 

1.日  時：令和６年５月２０日（月） 午前１０時より 

場  所：滋賀八幡病院 ２階会議室   

・開催事項：令和５年度事業報告及び計算関係書類の監査   

       

Ⅱ.法人および病院行事等  

4月  

 1日  令和6年度事業開始、新就職者辞令交付式（新就職者 16名） 

 6日 「精神疾患クリニカルフォーラム（春）」を開催   

 8日 就業規則改定（４週単位の変形労時間制導入）   

5月     

 20日 監査会（令和5年度法人事業、会計監査）   

6月     

 1日 就業規則改定（本俸表の改定）   

 4日 定時理事会（令和5年度法人事業報告、決算報告等）   

 20日 定時評議員会（令和5年度法人事業報告、決算報告）   

7月     

 20日 青樹会創立記念式典並びに公開講座（村田晃嗣先生）   

 26日 「第3回精神医療語らいの会ｉｎ滋賀」を開催   

9月     

 29日 第35 回滋賀県病院協会ソフトボール大会で優勝   

2月     

 28日 「精神疾患クリニカルフォーラム」を開催   



Ⅲ.法人事業計画に基づく事業活動・実績の報告     

当法人は急性期、慢性期、回復期を含めた精神疾患ならびに認知症疾患等の専門病院として、質

の高い精神科医療を提供するとともに、患者が安心して過ごせる入院環境を提供することで、地域

の医療・福祉の向上に貢献する事を方針としている。 

 この方針に基づき、令和６年度は以下の通り諸施策を推進した。   

   

１）安心・安全で質の高い精神科医療の提供  

1.外来診療の充実  

①初診患者の受け入れ推進と再診率の向上 

全ての初診患者の診察依頼を受け付ける事を目標に以下の通り取り組んだ｡ 

a初診予約待ちの削減・解消   

ｲ 初診枠の一層の拡大とキャンセル待ちの活用推進  

予約確定を前日12時迄として、連絡がない場合はキャンセル待ちより予約に繋げた。 

緊急性の高い初診患者への緊急・準緊急枠の活用を推進した。  

ｂ相談案件の情報共有化の推進 

初診予約に関する相談者情報を共有し、速やかな予約確定に繋げた。   

c診察要否の一元管理の徹底 

以上により、外来延べ患者数は27,394 名、前期比+534 名、新規外来患者数は543 名、前

期比112名の増加となった。 

② 認知症外来の推進 

aPＲの強化・推進 

病院ＨＰへの情報掲載、及び研修会などで情報発信した。 

連携強化として関係機関を訪問した際に情報発信した。 

bセミナーの開催 

 東近江圏域認知症従事者研修会1/21、認知症講座2/3 

（講師派遣）家族サポートの会9/8 

c認知症疾患医療センター事業の推進 

ｲ 行政、地域包括、ケアマネージャーなどの支援者、家族、本人からの鑑別診断、専門治  

療、入院を含む緊急受診相談への対応推進。 

実績は、専門医療相談件数(実)318件、鑑別診断14件、当院入院87件、当院通院80件とな

った。 

ｄ地域の認知症支援のニーズへの対応推進 

東近江圏域疾患センター・市町担当者連絡会議8/6 

東近江圏域認知症疾患医療連携会議12/10 

近江八幡市認知症施策推進会議12/24 



近江八幡市認知症初期集中支援チーム員会議（月1回定期開催） 

（講師派遣）第4地区支部看護ネット出前研修10/18、1/28 

西黒田地区社会福祉協議会医療講演会12/21 

③デイケアの推進   

感染症対応に配慮した、魅力的なデイケア活動の推進 

aソーシャル・スキルト・レーニングVR等有効な治療活動となる安全で魅力ある精神科デイ

ケアプログラムの企画立案 

令和6年度は、１日平均実施人数33.2名（目標値38名）・年間参加者数8,397名（目標

値9,500名）と、目標を達成することが出来なかったが、年間収入は6,488万円（目標値

6,384万円）と目標値を超えることができた。これは、年間を通して、入院・通院・他院そ

れぞれより新規入所の問い合わせが切れ目なく続いており、新規加算を算定できる利用者

が増加したが、いずれも週 1～2 日の利用を希望する方が多かったことによる。VR につい

ては、デイケアでは「生活セミナー」「就労支援プログラム」を中心に活用。のべ328名が

利用。テーマから導入に至る過程が理解しやすく、自身の実体験に基づく発言もしやすい

ため、活発に意見を表出する参加者が多かった。   

b効率的な送迎体制の構築 

ルートを随時見直し、利用者のニーズに応じた効率的な送迎に努めた。市外からの新規

希望者について、支援者からはまず「送迎は空いていますでしょうか？」との問い合わせ

を受けることも多い。可能な限り希望に沿った対応をしているが、参加曜日の調整や利用

日数の調整はしている。   

c自立支援、就労支援の推進   

４月および10月に「ワークステーションヴォーリズ」への見学を実施。延べ8名が見学

し、1名が移行している。就労実績としては、障害者雇用1名、就労継続支援A型 2名、

同B型2名となっている。   

2.外来患者・家族の満足度向上 

①待ち時間の短縮と有効利用   

a待ち時間調査、外来患者満足度調査実施し接遇力の向上に努めた。 

②待合室・診察室の整備推進  

a待合掲示物の整理 

外来・入院別に定期的に管理し、必要な情報発信を行っている。   

b 外来トイレの整備  

ｲ ウォシュレットの設置・床マットの更新 

ﾛ 女性トイレに尿検査コップを一時的置ける棚を設置 

cはう・あ・ゆう文庫利用再開 本、新旧入れ替え令和6年5月14日完了  

ｄ季節感のあるオブジェの設置 



五月人形、鯉のぼり、七夕飾り、クリスマス、ひな祭り等 

③定期的な検査の実施と初診時検査を推進した。   

3.入院患者の受入れ強化と適正な入院環境の提供    

各病棟の特殊性に合わせた入院患者の受け入れを促進し、入院後も症状の変化に伴い多職種

を含めた連携を行いながら最適な治療環境が提供できるように病棟間調整を実施している。 

１・２病棟 認知症も含め精神症状の激しい患者の受入れ 

３病棟 自立度の高い患者や精神症状の安定している患者の受入れ 

５病棟 新規及び意識昏迷、急性憎悪状態の患者の受入れ 

６病棟 身体合併症患者の受入れ 

７病棟 軽度認知症患者と精神症状の安定した患者の受入れ 

８病棟 認知症患者の受入れ 

①精神科急性期治療病棟（５病棟）   

新規入院患者の積極的な受入れと早期の在宅移行の推進、併せて、精神障害に起因する意

識障害・昏迷状態等の急性憎悪にある他病棟の患者も積極的に受け入れ、病床利用率の向上

を図った。   

この結果、新規入院のべ率は 91.9％、在宅移行率は 86.6%（確定の 12 月末まで）で目標 

値を達成。入院患者の受け入れ数は 167 名、実績としては過去最高。昨年度より 8 名増加。

月平均13.91名。病棟稼働率は月平均80.2％で、昨年度実績の75.7％を上回る数値で経過。

今後も医師や病床管理と連携し、目標値を切ることのない病棟運営を目指す。 

a急性期治療病棟における再発・再入院防止プログラムの実践（疾患理解プログラムの推進） 

疾患理解プログラム参加数は15件（前期20件）、実施回数は29件（前期49件）。実施可

能な対象者が少なくなっている。病床稼働率が高い推移で経過した影響もありマンパワー

不足で、昨年度より減少。 

b退院前訪問指導の促進 

実施件数21件。昨年度より2件減少しているが、未実施の月はほとんどなく経過。  

c救急当番時の隔離室の確保：早期の病状安定と、行動制限最小化の推進   

身体的拘束実施回数29回（昨年度16回）隔離実施回数504回（昨年度663回）と減少。 

d急性憎悪時の他病棟からの転入の受け入れ推進   

転入者数7名（昨年度5名）転入依頼が少ないことや、病床稼働率が比較的高値で推移

の為。 

②認知症治療病棟（８病棟） 

認知症患者の治療病棟であることから入院患者様の平均年齢は80歳を超えており、転

倒・転落・骨折のリスクが高く、安全への配慮を一層強化する。 

入院44名(+13名）,退院30名（+5名）,転入30名（+3名）,転出46名（+17名）平均年

齢80歳代。高齢化が進むなか（認知症の有病率も高くなっている）認知症治療病棟として



の機能を活かし、認知症の行動心理症状にて入院・治療が必要な患者の受け入れを行って

いる。また、BPSDの要因として、身体的な（脱水など）管理が必要な患者・看取りの患者

もおり、6病棟への転出も増えている。 

転倒・転落発生件数：167件（昨年62件）裂傷などはあるが骨折事例はなかった。 

a作業療法・生活機能訓練を推進し、 ＱＯＬの向上、在宅や施設への移行の推進  

精神科作業療法：参加人数6,761人・月平均681人（目標：700人/月）達成率97％ 

生活機能回復訓練：のべ人数1,251人・実施回数20回（目標：21回/月）参加率92％ 

コロナウイルス流行8月～9月、ノロウイルス流行3月～のため目標は達成できなかった 

b転倒、転落事故の防止   

ｲ 離床センサー等の設備機器の検討・改善・導入  

令和7年度、離床センサー、手すりなどの購入予定である。  

③精神一般病棟（女性の閉鎖型病棟（１病棟）、男性の閉鎖型病棟（2病棟）） 

a患者間トラブルの防止徹底   

認知症治療病棟、精神科急性期治療病棟のバックアップ病棟として処遇困難患者の受

入れを積極的に行い、作業療法やSSTへの参加を促進して、症状の安定化を図るととも

に患者間トラブル防止を図った。   

(1病棟） 

入院40名（-5名）、退院22名（-1名）、転入7名（-2名）、転出25名（-6名） 

(2病棟) 

入院61名（+4名）、退院31名（-2名）、転入16名（-3名）、転出40名（-2名）  

b開放処遇と行動制限の最小化の推進  

（1病棟） 

隔離患者総数 30 名（-26 名）、隔離実施総数 875 日（+140 日）、身体的拘束実施総数 0日

（-76日）隔離患者数の減少、身体的拘束実施0件は評価できる。 

（2病棟） 

隔離患者総数66名（+28名）隔離実施総数1,257日（-271日）、身体的拘束実施総数12日

（+6日）隔離実施総数の減少は評価できる。   

④精神一般病棟（合併症対応の閉鎖型病棟 6病棟）   

高齢化が進展し、内科疾患の患者が増加する中で、ターミナルの患者等も含め､所謂、寝た 

きり状態が重篤で、点滴・経管栄養・酸素吸入等内科的治療を必要とする患者、または褥瘡

形成が認められている患者等の治療を適切に行う。   

入院25名（-7名）退院82名（+12名）転入90名（+21名）転出34名（+8名） 

院内全体の患者の高齢化に伴い、また他病棟での新型コロナウイルスやインフルエンザ、ノ

ロウイルス感染症の拡大に伴い身体状態が悪化した患者の受け入れも多くあり、転入件数前

年より大幅に増加した。 



退院の75.6％（62名）が死亡退院となっている。 

褥瘡形成患者は積極的な治療を実施していることもあり、今年度の平均は7名となっている。 

a静養目的や終末期を迎える患者様のニーズに沿う入院環境、病室の提供   

差額室の年間使用日数は2468日。算定可能額は5,621,000円に対し、算定実施額は2,240,700

となり、年間平均算定率は39.9％となった。 

5 病棟のバックアップ対応で入院してきた患者への静かな療養環境の提供や、看取り時の

落ち着いた環境の提案を積極的に行なっており、今後も継続していく。 

b病床管理室や他病棟との連携を図り、緊急時のベッドを確保 

重症部屋での緊急時ベッド確保が困難な際には個室を確保するなど、常に受け入れ体制を

整えている。 

c定期的にOJTを実施し、患者様の急変時への対応力を強化する 

BLS関連の病棟OJTは2回実施。Dｒコールにも速やかに対応した。 

⑤精神療養病棟（開放型 3病棟）   

認知症治療病棟、精神科急性期治療病棟のバックアップ病棟としての精神療養病棟の活用

を促進する。 

入院：1件 退院：11件 転入：19件 転出：8件   

a作業療法・生活機能訓練を推進し、 ＱＯＬの向上、在宅や施設への移行を推進。  

作業療法 月平均326人（目標：340人） SST 月平均3件（目標：2件） 

b退院支援委員会会議の開催、個別ケース会議の充実 

毎月1回～2回開催 

c退院前訪問の推進   

⑥精神療養病棟閉鎖型（７病棟）  

精神の療養を目的とした病棟であるが、高齢化により、介助を要する患者の受け入れと認

知症治療病棟のバックアップ病棟として機能も果たしている。認知症治療病棟と同様に転

倒・転落・骨折のリスクが高く、安全への配慮を一層に強化する。   

入院9名(+3名） 退院17名（+6名） 転入38名（+14名） 転出30名（+13名） 

病床稼働率 96％、平均年齢 76 歳。適宜、主治医・病床管理室と連携を図り、療養病棟と

しての役割は果たせているが高齢化による要介助者・身体管理者が増加しており、継続的な

支援が必要。入浴場改修工事、入浴装置導入など工事着工、完成を目指す。 

a作業療法・生活機能訓練を推進し、 ＱＯＬの向上、在宅や施設への移行を進める。  

参加数5,618人、月平均468人（月間目標560人）、達成率84％。8～9月新型コロナウイ

ルス感染症、1～2 月インフルエンザ感染症、2～3 月身体管理者増加にて目標数の達成でき

ず。作業療法士と連携し継続的な実施を行う。 

b転倒・転落・骨折事故の防止 

ｲ 離床センサー等の設備機器の検討・改善・導入 



スライディングボード2種類・スライディングシート1種類を購入し安全な移乗の介助を

実施。令和7年度予算にて離床センサーマット、足床マットセンサー、手すり、緩衝マッ

ト購入予定。 

c退院支援委員会の開催   

定期的な開催を実施。引き続き多職種連携による開催を実施する。   

4.安心安全な入院環境の提供    

①病棟間連携による患者間トラブルの防止   

患者の高齢化や精神・身体的な疾患、認知症者の増加等により多様な看護介入が必要な

状況であり、転倒転落・患者間トラブルへ発展するリスクが高い。そのため、主治医・ご

家族、病床管理室、多職種間での情報共有が重要であり、継続して多職種連携による療養

環境の調整に努める。また、入院時における多職種連携として、入院前より入院時の情報

について共有を図ることで、事前に環境調整や看護介入時のポイントが整理でき、引き続

き多職種連携を充実させ入院初日から適切な看護を展開していく。 

a前述の各病棟の特性を発揮した安全管理の強化 

②褥瘡対策 

a 専任看護師、各病棟担当看護師、薬剤師、栄養士、事務員等の他職種と連携して褥瘡治療・

予防を実施 。褥瘡予防に関する現状を報告し、委員会で検討、褥瘡対策の改善を実施。 

9 月からは臨時採用の認定褥瘡医師の指導や指示により褥瘡処置の見直しやデブリを実施し

た。 

b褥瘡対策チームの巡回指導 

１回/2週 褥瘡対策チームが各病棟訪問し助言、指導の実施。全ての褥瘡について、主治医

ではなく、担当診療副部長の褥瘡診察に変更し統一化を図った。   

③療養環境の整備・改善・向上 

a備品・設備の整備推進 

入院患者の年齢や症状に応じて必要な自助具の検討および納入や生活機能を高める必要物

品を適宜購入している   

④ 医療安全教育・指導・訓練の実施   

a身体急変時の対応強化及びDrコールならびに救命救急処置等の実技訓練の定期的な実施 

R7年1月29日Drコール訓練実施。   

bリスクマネジメントの強化   

ｲ インシデント・アクシデントレポート  

インシデント提出件数 2,203 件（昨年同期 1,574 件）アクシデント提出件数 42 件（昨年

同期38件） 

ﾛ 院内巡回指導 

2回／年の院内ラウンド実施する。 



ﾊ 緊急訓練  

R6年7月12日無断離院訓練実施。R7年1月29日Drコール訓練実施。  

ﾆ 家族との連携強化  

ﾎ 院内研修(新人・中途採用者研修）  

 院内研修(新人・中途採用者研修） R6年4月3日実施  

 「医療安全対策の基本的な考え方」「ヒヤリハットレポート事故発生例」  

ﾍ 院外研修への参加  

 R6年11月12日滋賀県病院協会医療安全対策Web研修会参加。  

5.入院患者・家族の満足度向上    

①入院待ち患者の最小化   

a入院希望患者の早期診察   

 ウエイテングによる入院者受け入れ手順に従い対応している。   

b入院受け入れのための円滑なベッドコントロール   

  年間の平均在院患者数は320.7人/年で稼働率は91％で目標値の320をクリアすることが

できた。稼働率も 90％を下回ったのは、１２月の１回のみである。平均在院日数も400日

を超えたのは5月の１回のみで回転が早かった。 

②入院手続き時間の短縮 

a短時間で解りやすい入院説明 

 医事クラーク主体にて解りやすく簡潔に実施している。   

ｲ 分かり易い病院パンフレットを利用した家族への説明。患者様、御家族へ説明の上お 

渡ししている。  

b入院手続きの簡素・迅速化   

 新規入院者と再入院者に区分けし、手続きも柔軟に対応している。   

③療養環境の整備   

a患者様の要望に基づく差額室の有料利用の促進 

限られた個室の数を患者の希望や病状に合わせて有効に活用していく   

患者様、御家族からの希望時、病状で必要時に適切に使用している。   

b病室、デイルーム、トイレの清掃・整備 

看護助手の不足もあり、業者委託を推進している。 

c病棟備品の修理、更新 

適宜適切に実施できている。 

④開放処遇の推進 

ｲ 隔離・身体的拘束の早期解除に向けてのカンファレンス実施  

毎月1回、患者行動制限最小化委員会にて実施  

 ﾛ ピネル拘束帯の点検・整備 



   毎月１回各部署で実施。年１回、患者行動制限最小化委員会でも実施 

 ﾊ 患者本人管理の拡大検討 

   患者行動制限最小化委員会内にて実施 

⑤虐待防止措置の構築 

a虐待防止委員会の設置   

bマニュアル等の整備運用   

c虐待防止のための研修   

4月8日：新就職者・中途採用者対象に虐待防止の研修を実施した。   

 令和7年2月に、虐待防止の全体研修を実施。   

d未然防止のためのチェックとモニタリング   

⑥面会環境の整備・改善   

病棟面会を中心に変更し、感染対応中のみリモート面会とする。   

対面面会を推進して、家族への治療参加へと結びつけるよう実施   

⑦家族サポートの会の推進   

今年度（前年度は1回開催）は2回/年、家族サポートの会を実施した。参加人数は延べ14

名で前年度と同人数であった。   

6.質の高い効率的な診療の推進    

①人材の確保と適切な薬剤管理の推進   

a検薬のケアレスミスの削減、電子カルテへの入力ミスも含めた正確な監査 

 チェックを入れたり、ダブルチェックをする等対策していく。 

b医薬品集のタイムリーな更新と情報共有化の推進 

電子カルテの院内HPからも閲覧できるようにし、また、必要時（2か月に1回の頻度）に

実施している。 

c退院前服薬指導の継続的実施 

 必要度の高い患者さんに対して徐々に再開していく。 

②臨床心理検査の迅速な実施 

a【うつ症状セット】【認知症(外来)セット】の定着と推進 

 うつ症状検査 140件(昨年度159件)、認知症検査 631件(昨年度546件)を実施。 

 目標総数1,000件のうち3/4を占める 

b検査の 定期的な実施による症状の改善効果確認 

入退院時の評価に加え、外来における定期的実施を主に紙面にて提案、実施に努める。 

c保険・保険外の整理 

保険外検査実施の際は ①保険検査と共に指示をいただく ②検査セットに整備すること

で対応。 

dカウンセリング導入の検討 



 近隣の医療機関等とも連携を図りつつ、保険内でのカウンセリング実施の可能性を検討す   

る。 

③臨床検査の迅速な実施 

検体検査の結果の迅速な報告に向け、検査結果の取り込みをの迅速化、結果もれチェック

を行っているが、５月に委託業者（近畿予研）のシステムトラブルにより、検査依頼・検査

結果の受信が出来ない期間が発生した。また8月には、当院A棟のインターネットの不具合

により検査依頼・検査結果の受信が出来なくなった。急ぎの場合のFAXの手配や紙の結果の

依頼、USBでの受け渡し等の対応を行い、診療に支障がないように取り組んだ。  

a心電図検査の推進と抗精神病薬による心臓血管系副作用の早期発見・早期対応 

心電図検査 3,772件 （昨年度3,516件）目標数3,500件を272件上回った。 

b 脳波検査の推進とてんかんや脳器質性疾患患者に対する定期的な脳波検査による病状の変化

把握と早期対応   

脳波検査 121件（昨年度106件） 

目標数150件に対し29件少ない件数となったが、昨年度と比べると15件上回った。 

④放射線検査   

a 放射線撮影、ＣＴ検査等が効率的に実施できるよう実施手順の検討・見直、又、他院からの

紹介患者に対してのＣＴ検査等の推進   

CT検査1,285件（目標値 960件 達成率 137％） 

直近3年の平均と比較しても25％の増加となり過去最高を大幅に更新。外来・一般病棟のみ

でも月平均 10 件以上の増加となりました。ただし療養病棟での検査数も大幅に伸び今年度

はついに全体数の1/3を上回りました。月平均実施総件数も100件を突破（常勤医師の増加

や高齢患者の増加によるものと考えられる。） 

一般撮影1,268件（目標値 1200件 達成率 105％） 

昨年度とほぼ変わらないものの目標値をやや上回りました。 

骨塩定量検査 76件（目標値 90件 達成率 84％） 

検査数は伸び悩み目標未達。年に何度もするような検査ではない為、今後もこのレベルで推

移するものと思われる。 

⑤医療機器管理 

人工呼吸器,セントラルモニター,ベッドサイドモニター,心電計脳波計,マルチスライス CT,

一般撮影装置,DR装置,骨密度測定器等   

セントラルモニター,ベッドサイドモニター,心電計脳波計,マルチスライス CT,一般撮影装

置,DR装置,骨密度測定器等年間計画に沿った定期点検の実施 

a臨床検査委員会・医療機器管理委員会等において医療機器の管理・適正使用の検討・推進 

CT検査に関して、当初予定していた月件数を大きく上回っており、他院からの検査に関して

も現状通り積極的に受け入れ、検査件数の安定を目指す方向で運用していく。 



b医療機器の管理部署の見直しと整備 

定期的な点検の実施と必要時の修理や管理部署の確認 

c医療機器の適正な使用   

ｲ 脳波計の活用促進  

 脳波計の活用を促進する。  

ﾛ セントラルモニター・ベッドサイドモニターの効率活用  

 身体管理の患者の増加に伴い、使用頻度が増加したことから新規購入やレンタルリース 

の検討 

⑥食事療養 

a患者の病状、検査結果等の把握および主治医・看護師と連携し適切な治療食を提供する 

 特食年間で36.7%と前年度より1.5%増加。前年度比104%と増加傾向です。 

b年1回嗜好調査を行い、魅力あるメニュー作りに励むとともに、食事･栄養指導を推進し食

事療養の充実に努める。１０月に対象者 277 名に対して 169 名(61%)の回答を得ました。

過半数以上の患者に良い評価を頂いた。 

c 病棟看護師と連携し、特別食を提供している患者へは入院中または退院前に栄養指導を実

施できている。  

d入院時栄養指導から外来栄養指導への継続した栄養指導の実施   

入院中の栄養指導は少ないながらも3名実施出来た。   

e 外来栄養指導が必要な患者へ実施出来るよう主治医・内科医、外来看護師との間で連携強

化できている。 

⑦作業療法 

a有効な治療活動となる安全で魅力あるプログラムの企画立案   

本年度も感染対応に追われ、目標件数には至らなかった。病棟での人員不足による送迎の

負担や、入浴の時間による参加者減少などの課題も見つかった。しかしながら、コロナ禍

にて準備を進めてきた病棟活動の枠組みは軌道に乗り、柔軟な対応が出来るようになった

ことや、急な資格者の欠員にも対応できる配置が出来たことは収穫である。 

病棟への協力依頼なども行いつつ件数確保に努めるが、次年度の課題としてはD棟の病棟

においての入浴時間と OT 活動時間の調整や送迎のあり方の見直しなどを進め、さらなる

件数確保につなげたい。 

b認知症治療病棟も含め病棟ＯＴの強化   

c病棟看護職員と連携し処方に対する実施率の向上を図る   

d事故・感染等が発生した場合の効率的・柔軟な作業療法の実施   

⑧ＳＳＴ 

a算定できる体制構築と実施 

  算定病棟にSST担当者1名、MCW1名の配置を目指しているが退職などの理由により3病



棟、7病棟にMCWが不足した状況である。不足時は他病棟より応援体制をとり算定が出来

る状況は取れているが、病棟への負担が大きい。本年度は資格取得研修の受講を推進し、

次年度に渡り3名の資格取得者を見込んでいる。 

⑨レクリエーション 

a病棟企画と病棟横断的な企画立案 

 作業療法室と各病棟間で連携した入院患者の対象に合わせた活動計画を実施 

 高年齢化、感染対応を踏まえた企画の立案・実施 

 感染対応が段階的に解除になるにあたり、入院患者の年齢に応じた企画や院外へのレクリ

エーションを増やしていき、従来の社会生活を目指す取り組みを広げていく。 

２）退院促進と地域生活の安定を支援 

地域の医療福祉機関と連携して退院される患者、通院中の患者の安定した地域生活を支援す

る。     

1.退院支援    

院内の関連部署や地域の関係機関と連携を図り、退院支援を進めているが、処遇困難の事例

は増加している。 

①多職種参加型の退院支援会議の推進   

医療保護入院者は入院期間の法定基準に従い実施、療養病棟については定期的に月１～2 回

実施。 

②症状別パス、退院支援パス等の拡充   

引き続き症状別、退院支援パスの拡充及びその必要性についても関係部署に確認し、内容の

変更等も検討 

③クリニカルパスの現状把握と必要性の確認、他領域への展開の検討   

④訪問リハビリテーション（精神科訪問看護）の調査、検討   

退院支援会議を含み552件 

⑤個別ケース会議の充実 

⑥退院前訪問指導 

退院前訪問指導39件 

2.訪問事業の推進 

訪問事業部全体の総合収入は、前年度比で5.6％（約 387 万円）の増収、予算目標に対しても

3.6％（約255万円）の達成と順調であった。 

訪問看護は、目標未達であったが件数の底上げにより前年度比で増収となった。登録者数の割

合は、介護保険12％、医療保険88％であり、そのうち90％が当院の患者である。独居患者は 

37％、高齢化率は36％となった。 

一方、訪問介護・居宅介護は、人員補充もあり、大幅な増収となった。登録者数の割合は、

介護保険13％、身体障害者18％、精神障害者69％であり、そのうち50％が当院の患者であ



る。独居患者は37％、高齢化率は36％となった。 

また、全事業所において大きな変動はなく、継続的かつ安定的な事業運営が実現できた。 

精神科に特化したサービス展開を強化してきたことにより、関係機関において当事業所の特

色が着実に認知され、顔の見える連携体制が構築されつつある。こうした連携を通じて、利

用者の自立支援も着実に進展している。 

①医療保険（訪問看護） 

a 近江八幡市・竜王町・東近江市を中心に、精神科病院を早期退院されて地域移行された精

神科患者の支援に特化した事業の展開 

  前年度比で延べ利用者数は 4 人増加し、収入は約 53 万円増加した。当院患者の入退院

のバランスが功を奏し、昨年1月に常勤職員1名が退職したが、業務工程の見直しと創意

工夫により、一人あたりの平均訪問件数を0.5件押し上げ、現状を維持した。登録利用者

数は88名で、うち79名（90％）が当院の精神科患者であり、精神科患者に特化した事業

展開ができている。地域別の割合は、近江八幡市73％、東近江市19％、竜王町6％、その

他2％である。   

bＩＣＴ化（訪問看護記録支援システム）の活用による効率的な事業の継続。 

システム運用が順調に進み、業務の定着および記録業務の簡素化が図れ、業務の効率化が

進んでいる。一日一人当たりの平均件数は0.5件増加した。しかしながら、Warokuシステ

ムのバージョンアップにより電子カルテとの連携ができなくなる可能性があり、主治医や

他部門との在宅支援の情報を迅速に行える対処法をIT推進課と検討している。  

c作業療法士、精神保健福祉士等の同行訪問を含む訪問リハビリテーションサービスの調査・

検討及び実施。   

作業療法士の人員確保が課題である。作業療法士の勤務体制の確立と報告記録用紙の作成

を進めており、当院外来患者で対象患者の選出準備を行っている。また、県下の他事業所

で作業療法士が行っている業務内容などの情報収集も引き続き行っている。  

②介護保険（訪問看護・訪問介護・居宅介護）   

a訪問看護  

認知症患者、精神科患者の介護の受入れを中心に、当院、地域の開業医、介護支援事業所

との連携を強化し、需要に応えるべく体制を確立させる。 

 前年度比で延べ利用者数は 54 人減少し、収入は約 13 万円減少した。登録利用者数は 13

名で、うち 12 名が精神疾患患者である。精神科患者および認知症患者に特化した事業運

営が地域に浸透しており、介護支援専門員からの一般科の依頼はなく、一時的に当院患者

の新規利用者があったものの、横ばいの状況である。   

b訪問介護   

認知症患者、精神科患者の介護の受入れを中心に、介護支援事業所との連携を強化し、需

要に応えるべく体制を確立させる。   



前年度比で延べ利用者数は 89 人増加し、収入は約 106 万円増加した。登録利用者数は 6 

名で、うち1名が認知症患者である。毎日3回のサービス利用者が施設へ入る前に利用さ

れたことにより、大幅な増収につながった。デイサービスの利用や介護施設への入所、医

療機関への入院の需要が高まり、在宅介護のケアマネージャーからの依頼は少なくなって

いる。特に近江八幡市では、ケアマネージャー不足も影響している。   

c障害福祉サービス（居宅介護）   

精神障害者を主として、当院と支援機関との連携を強化し新規利用者の開拓を図る。 

  前年度比で延べ利用者数は279人増加し、収入は約210万円増加した。0.8人の職員補

充により、新規・既存の利用者への対応が強化でき、特に精神障害者に特化したサービス

展開により、訪問看護同様に当事業所の特色が認知されつつあり、利用者数・件数を増加

させ、大きく増収となった。   

③有償運送（福祉輸送、介護輸送）   

a 介護保険と障害福祉サービスと共に、病院・医院受診の送迎や、自立生活及び社会参加の

促進に資する外出支援等に、一体化した輸送サービスを提供する。   

  前年度比で介護・福祉輸送回数は 262 回増加し、収入は約 22 万円増加した。精神障害

者の外出余暇支援サービスの移動支援事業が増加したことで増収となった。需要は存在す

るが、在宅介護事業が中心のため十分な対応が難しく、人員不足、サービスにかかる時間

の長さ、報酬の観点から供給には限度がある。今後も、主に移動が難しい精神障害者の外

出余暇支援の利用者を中心に、現行の体制を維持していく予定である。   

b1年を通して、定期的に車両を点検・整備し、常に安全運転に努め安心できる輸送を提供す

る。 

所有車両は、訪問看護車両5台、訪問介護・居宅介護車両4台（うち介護車両4台、黒ナ

ンバー1台）であるが、無事故無違反を達成した。   

④需要に応えるべく、看護師・介護福祉士の人材確保のための求人活動の強化。 

訪問看護では 1 名面接するも辞退、訪問介護・居宅介護では年度初期に職員の紹介により 1

名登録ヘルパーを採用した。県・市町、看護協会等で開催される求人フェアへの参加、職業

安定所への求人、ホームページの掲載、職員の紹介等を行ったが、応募者は依然として少な

い状況が続いている。 

３）公益法人として社会の福祉事業・公益事業を推進する。     

1.認知症疾患医療センター機能の発揮 

①認知症の専門医療相談の推進と外来受診、入院受け入れ 

a地域医療連携部、医療社会事業課、外来看護師との連携促進 

専門医療相談件数(実)318件、鑑別診断14件、当院入院87件、当院通院80件 

②地域の医療介護福祉従事者（かかりつけ医を含む）を対象とした認知症医療に関する公開講

座（認知症疾患フォーラム）の企画・実施 



 東近江圏域認知症従事者研修会1/21 

③認知症に関する「地域住民向けセミナーの開催」 

 認知症講座2/3 

④認知症初期集中支援チーム会議及び訪問支援 

 近江八幡市認知症初期集中支援チーム員会議（月1回定期開催）に出席 

訪問支援については近江八幡市のスキームが未完であり、現状対応不可となっている。 

2.地域医療機関・福祉施設と連携した総合的な福祉・医療の提供    

東近江圏域における精神保健福祉医療に係る会議等に参画し、地域の関係機関との連携を図

っている 

東近江圏域障害児(者)サービス調整会議（全体会議2回、精神部会4回、事務局会議・地域

移行支援プロジェクト5回、定例会議・研究部門1回、精神部会合同研修会1回） 

近江八幡市地域ケア会議7回 

①精神科クリニック・介護施設等との連携強化   

近隣病医院と病病連携、病診連携の強化   

年 2回①8/8.9②12/2.3.4.5で精神科クリニック12件と一般科2件の計14件訪問し、情報

交換及び病院のアピールを実施した。 

4/8.9.10高齢者施設12件と地域包括支援センター7件訪問した。 

滋賀県入退院支援強化事業圏域別委員会/研修会 ５回 

東近江圏域看護職ネット会議/研修会 ７回 

東近江圏域入退院支援ルール評価検討会 ２回 

近江八幡市障害福祉整備検討部会 ３回 

近江八幡市要保護児童対策地域協議会 10/28 

オレンジリボン児童虐待防止推進啓発活動 11/20 

近江八幡市つながりネット地域リーダー会/研修会 ６回 

a紹介・逆紹介の促進   

紹介：年間214件【前年度比プラス45件】、逆紹介597件【前年度比プラス19件】  

②加入団体のメンバーとの交流と連携の強化   

a主な団体   

滋賀県入退院支援強化事業（病院協会事務局主催）   

看護職ネット会議・入退院支援ルール会議・自殺対策会議（東近江保健所主催）  

つながりネット・要保護児童対策会議（近江八幡市主催）   

障害児者地域自立支援協議会（近江八幡市主催）等   

③滋賀県精神科救急医療システム事業への参画 

a 滋賀県の精神科救急の一翼を担い、処遇困難等該当患者の積極的な受け入れ、診療を実践す

る。当番病院としての役割に準じ、積極的な受け入れ診療を実践している。措置鑑定者数12



名。 

b滋賀県精神科救急医療システム事業の当番週における当直・日直医師と保護室の確保 

当直・日直医師、保護室共に適切に確保出来ている。当番日においては保護室空き状況を滋

賀県精神科救急情報センターへ報告している。   

④障害福祉サービス事業 「グループホーム青葉の里」の運営   

令和7年3月末 入居者11名（新規入居0名・退居0名）   

精神障害のある方が地域で安全・安心して生活していくために、住居を提供し、継続診療、

社会生活の自立を支援する。   

青葉の里の特徴を活かし運営している。入居者の救急時、不穏時等、近隣住民の意見を拝聴

する場合や、感染症罹患者への対応があったため、より安全・安全への支援体制にむけて取

り組んでいる。   

a入居者の継続診療を支援する。   

滋賀八幡病院、訪問看護ステーションおうみ、ご家族と保健医療における連携を行い通院継

続を支援している。   

b 入居者に対して個別支援計画に基づき関連機関と連携しながら自立に向けて日常生活訓練を

行う。 

日常生活支援内容協議のため職員と利用者等を含めた会議の実施。（定期には６ケ月に１回

は個別支援計画書を作成している）   

c入居者の高齢化、長期化への対応を検討する。   

相談支援専門員をはじめ支援関係者と引き続き検討していく。（令和7年 3月末、65歳以上

8名入居）  

d入居者対象の防災避難訓練および消火器の取り扱い実技訓練、その他設備の安全確認を行う。 

緊急救急時の電話の配置と緊急時体制の連絡方法の確認。洪水・火災避難訓練は、10/31,3/31

に実施。避難訓練等の方法に関する研修の実施（消防庁からのＤＶＤ利用）。 

eグループホーム世話人の充実  

世話人の確保。現在５名体制  

⑤企業健康診断の実施   

a地域企業の職員健康診断を受け入れすることにより地域医療の貢献に寄与する  

7社（前年度8社）、73件（前年度60件）の実施   

3.第二種社会福祉事業(無料または低額診療事業)の推進    

生活保護受給者および生活困窮者、または各種障害者等に対する第二種社会福祉事業の推進 

①無料または低額診療事業の実施   

無料低額診療患者延べ数 16,230 人（減免患者延べ数 3,658 人、生活保護患者延べ数 12,572 人） 

②無料健康相談事業の実施   

無料健康相談件数15件。無料健康相談日 週１日（おうみはちまん広報に掲載）  



a減免先の拡大検討   

積極的な拡大への取り組みとはならず、個別の機関からの問合せへの対応となった。 

4.地域社会に貢献する医療人材の育成支援事業    

①医療･福祉の教育機関からの研修生、実習生を受け入れ、地域の医療人材の育成に寄与する。

a臨床研修医   

滋賀医科大学精神科、関西医科大学精神科と研修病院となっている。卒後臨床研修は近江八

幡総合医療センターより8名を受け入れた。   

b看護実習生  

済生会看護専門学校34名、華頂看護専門学校23名、大津医師会立看護専修学校14名、 

宝塚大学看護学部30名、大阪保健福祉専門学校2名 計103名   

c作業療法実習生 

びわこリハビリテーション専門職大学 8名、佛教大学 3名 

大阪医療福祉専門学校 1名、関西医療大学 1名、京都橘大学 13名 計２６名 

延べ日数279日 

d精神保健福祉士実習生   

京都医療福祉専門学校 4名、大阪医療技術学園専門学校 1名、佛教大学 1名  

e訪問看護実習生   

令和6年度退院支援機能強化事業見学実習（病院協会）：延べ人数1名・延べ日数1日、 

華頂看護専門学校：延べ人数4名・延べ日数12日   

②地域の医療人材・福祉人材育成のための講師派遣   

a看護学校   

済生会看護専門学校、華頂看護専門学校、大津市医師会立看護専修学校、堅田看護専門学校 

b大学・専門学校 

滋賀医科大学、びわこリハビリテーション専門職大学   

cその他   

③その他各種審査会等への人材派遣   

④業務時間内での職員派遣の見直し   

有給の利用や報酬の取り扱いについて検討・整理   

aセミナーの座長・講師   

b実習生の指導者   

c関係団体の委員   

⑤看護学生への奨学金の貸与 

a実習室に奨学金や病院パンフレットの配置 

実習オリエンテーションに当院が取り組んでいる精神科看護について説明し、パンフレット

の配布場所も説明して呼び掛けている。 



b高校生1日体験や高校生への講義時等での奨学金紹介 

県下の中・高校生一日看護体験を積極的に受け入れて、当院が展開している精神看護を対象

に合わせて分かり易く説明し、且つ現場での直接的な看護の見学も実施。   

5.地域住民および医療福祉関係者を対象とした精神科医療、認知症疾患および障害者保健福祉等に

関する学術研修会、公開講座、セミナーの企画・開催 

①地域住民および医療福祉関係者を対象とした研修会の企画・開催 

②従事者研修会、地域住民向けセミナーの企画・開催 

③精神障害者地域生活支援研修会の企画・開催 

詳細、令和6年度公開講座実績報告を参照 

6.職員寮入寮者及びグループホーム入居者の町内自治会行事への参加協力 

および近隣住民との協調    

①清掃活動への参加   

寮生随時参加。グループホームにおいて、自治会ゴミステーション利用における清掃当番に

参加。 

②その他町内会行事への参加   

寮生随時参加。グループホームにおいて、回覧板の対応。   

7.各種広報活動を充実させ精神保健福祉の啓蒙活動により精神障がい者・精神科病院への偏見除去

の推進    

①病院ホームページの適宜更新と有効活用   

お知らせページによる20回の情報発信、新規ページ看護部（作成中）薬剤課（作成中） 

②病院パンフレットの有効活用及び配布   

③広報誌の発行   

外広報誌「しがはち便り」2回（Ｒ6.5 月・Ｒ7.3月）、院内広報誌「しがはちNews」8回と

も予定通り発行 

④「病院年報」の発行  

令和5年度版よりＰＤＦにて作成。院内外ＨＰに掲載する 

４）従業員の確保・育成及び福利厚生の充実を図る。     

病院事業に不可欠な医療技術を保有し、医療倫理に基づいた行動ができる良識ある人材を確

保・育成する。     

1.職員の処遇改善と人材の確保 

①処遇改善   

a給与、賞与等の検討   

新たに成果型賞与支給制度を設け支給するとともに、ベースアップを実施した。  

②採用活動の強化   

就職者45名（前年同期比＋11名（新卒含む））   



a職員紹介制度・就職祝い金制度の推進   

対象者4名就職 

就職祝金制度の周知を含めた有効活用   

対象者11名就職 

b学校訪問の強化   

年間訪問目標数 40回 → 実績45回（野球部含む）   

c広報活動の強化   

新規看護部ＨＰに加えＳＮＳの活用 アカウント作成   

d目的別パートタイマー採用の検討   

e派遣会社・紹介会社の活用推進   

派遣受入れ数10名（前年同期比-7名）、紹介会社経由の就職4名（前年同期比-2名） 

③病院奨学生の増強   

看護奨学生の確保（目標：県内3名以上）⇒4名契約   

a学校訪問の強化   

臨時派遣講師の看護師と事務員により当院の奨学支援金の説明を分かり易く学生に行い、当

院への就職希望者を募る。   

b看護学校進学希望職員への支援検討   

看護補助者の進学希望者へ在職看護師より積極的に看護の魅力や学習内容を含めた説明を

進めて、ひとりでも多く看護の道へ向けた仲間づくりへと繋げる。   

2.人材の育成と定着化の推進    

①看護専門職として専門能力の向上とスキルアップ   

a看護部教育システムの整備とｅラーニングの活用   

各レベルに応じたクリニカルラダーシステムの継続、ｅ-ラーニングを計画に組み込み実施。 

ｲ 感染防止対策研修の指針  

院内感染防止委員会主催の院内研修を年間計画に基づき実施。  

ﾛ 紙面研修やｅ-ラーニングの推進と、院内教育研修部会を中心に最少人数のチームとして

各部署の実習研修を実施  

部署別研修実績 実施回数104回（昨年同期126回）、 

延べ参加数2,344名（昨年同期2,723名） 参加率100% 

昨年度に続きe-ラーニングを活用し、実践研修など計画的な研修の実施を行っている。 

b 精神科認定看護師、認知症看護認定看護師、実習指導者、看護管理フアーストレベル養成お

よびその他関係資格の取得の支援と資格者の充実   

認知症認定看護師、院内認定看護師の年間計画に沿った院内研修の役割を明確化しており、

院外研修に於いても研修に関する支援や他団体との協力が得られるように支援している。 

c認知症介護基礎・実践研修など認定看護師、院内認定看護師等を中心とした現場教育の充実、



定着化 

認知症認定看護師があらゆる場面で新たな基礎知識や実践が繋げていけるよう教育研修会

と計画的な院内研修に取り組んでいる。   

d定期的な研修を通して看護の知識、技術の共有・向上   

クリニカルラダー研修では、レベルに合わせた技術研修と院内認定制度により計画的に実

施・評価ができている。   

ｲ クリニカルラダー研修   

・看護師クリニカルラダーレベル別研修実績 

     実施回数114回 延べ参加数 1548名 参加率83.8% 

・看護助手クリニカルラダーレベル別研修実績 

     実施件数42回 延べ参加数1013名 参加率100％  

ﾛ 院内認定看護師制度 BLS（一次救命） 

今年度受講者0名であったが次年度も受講者を募集していく。 

ﾊ CVPPP（包括的暴力防止プログラム）・身体拘束 

 一次救命受講者1名受講。教育カリキュラム受講の結果、不合格。 

ﾆ 院内認定介護士制度  

 現場モデルを育成中であり、今年度は該当者が不在となった。   

ﾎ リモート研修の活用   

 県外開催研修を中心にリモート研修を引き続き継続して実施。  

②看護助手の業務内容の検討と教育研修の強化   

a院内認定介護士・介護福祉士を中心とした看護助手業務のマニュアル化の推進  

「看護補助体制充実加算」における研修要件を満たすように5つの研修目標を網羅できるシ

ステムのもと実践できている。   

b看護部クリニカルラダーでの個人の年間目標管理の明確化   

看護部各職種年間2ないし4回の面接を実施して、振り返りと次年度へ繋がるよう評価して

いる。 

c看護助手に対する院内認定制度の整備充実   

院内認定制度やメンタルケアワーカーの推進と同時に e－ライニングを活用したクリニカル

ラダーを実施した。メンタルケアワーカー1名・スタンダードコース1名受講し資格取得。 

③各部門研修の実施   

a訪問事業部   

出張扱い外部研修：5/20～11/19：令和 6 年度「訪問看護ｅラーニング～訪問看護の基礎講 

座～」を利用した訪問看護師養成講座（オンライン、滋賀県看護研修センター等）1名、 

令和6年度東近江市介護サービス事業者協議会訪問介護部会 接遇マナー研修（平田コミュ

ニテーセンター）1名 



b地域医療連携部 

8/8 第18回全国認知症疾患医療センター連絡協議会 

6/30 第44回近畿作業療法学会 

医療社会事業課/精神科デイケア室 月1回ＯＪＴ開催 

その他、別添院外研修受講リストの通り実施した。 

3.勤務環境を改善し、働きやすい職場環境を構築する。（勤務環境改善計画） 

①新型コロナウイルスワクチンも含め従業員の予防接種の推進 

新型コロナワクチンは摂取範囲が狭まり職員もそれほど希望されなかった。 

B型肝炎ワクチンは、対象者の実施はほぼ行っている。 

②ストレスチェック・定期健康診断の徹底 

定期健康診断は100％実施できており、ストレスチェックも行えている。 

③医療放射線安全管理責任者による院内研修の実施 

保険所の要請により対面研修にて4回実施 参加率76％（資料研修含む）  

④有給の取得の促進。〈10日以上付与者に対しては最低5日以上取得〉 

対象者全員取得 

⑤タイムカードの打刻の徹底 

令和 7 年 2 月 16 日新勤怠システム稼働により、再度周知徹底を図る。また、労務管理の一

環として就業時間と打刻乖離について管理を開始。   

⑥確定拠出年金の加入促進 

a常勤職員に対する確定拠出年金の説明会の実施 

対象となる常勤新就職者 29 名と全常勤職員に対し説明会を案内し、30 名の参加者に対し説

明会を実施。令和7年4月より新たに7名の加入があった。しかし、令和6年度中の退職者

と掛金変更により、掛金総額に関しては令和6年4月度より微増という結果になった。 

4.従業員の倫理観、人権意識の向上とハラスメントの徹底防止 

①従業員の服務規定（ハラスメント、個人情報保護、コンプライアンス等の遵守）の徹底 

院内広報誌（Ｒ6.12.10号）にて、各種ハラスメントの特集記事掲載   

②人権研修の企画、実施 

Ｒ6.4.8 に新就職者・中途採用者対象に虐待防止の研修を実施、Ｒ6.4 月に患者行動制限最

小化委員会の全体研修として「精神科入院形態について」を実施、Ｒ7 年 2 月に虐待防止委

員会の全体研修として「精神科病院で勤務する業務従事者の感情コントロールを高めるには」

を実施。 

③ハラスメント相談窓口の周知・徹底 

院内広報誌（Ｒ6.12.10号）にて、相談窓口の周知実施 

④障碍者雇用率の達成  

達成ずみ 



５）リスク管理の強化と災害等への備えの充実     

1.感染対策の徹底  

①感染症対策の徹底   

a「三密回避」、手指消毒、マスク着用など感染防止基本行動の徹底   

手指消毒剤使用量調査および使用に向けた啓発活動の実施                                                                        

滋賀県感染制御ネットワークにおける手指消毒サーベイランスに参加   

b感染対策・マニュアルの見直しの常時検討   

水際対策指針の改定（コロナ限定でないものに）を行った。   

cワクチン接種の推進   

インフルエンザ・新型コロナワクチンの接種   

d職員間の感染防止対策の徹底、濃厚接触防止   

新形コロナウイルス陽性職員の出勤前検査の手配   

e外来患者結核発症における接触者検診の実施   

院内感染対策の一環として接触者検診を計画し、実施した。   

②事業の継続を確保 

a感染症の院内発生時における労務管理体制 前期で一区切り 

b少人数部署等、専門性が進んでいる部署における、感染発生時の体制の検討 

個々の業務の把握及びマニュアル作成 

2.大規模災害対応マニュアルの策定及び改善 

①大規模災害に備えての備品・貯蔵品・設備の点検・整備 

aライフラインの点検・確保 

電気、水は毎月確認 

b通信手段の点検・整備 

電話設備本体R7.1.29更新 

c他団体、他法人との連携確認・整理 

協定の見直しについて検討中である。 

d非常用備蓄品の管理 

非常用食品の一部病棟配置を実施   

e防災用非常備品（ヘルメット､ハンドマイク、ＬＥＤ懐中電灯等）の配備状況の点検、確認 

年2回点検、病棟配布品は各部署にて実施   

3.労働災害事故防止対策の強化・推進    

①業務中の作業事故、医療事故の防止および予防活動の強化、実践   

a毎月の委員会後の職場巡視による事故予防の指導強化   

定期職場巡視は行っている。予防対策の指導、改善を行っている。   

b患者等からの迷惑行為、ハラスメントおよび暴言暴力ならびにクレーマー対応等、従業員の



被害防止策の周知徹底、啓発   

1人で抱え込まないよう適宜声かけしながら、対応し被害にあわないよう注意していく。 

c機器・備品の安全な取り扱いの指導・徹底   

機器の受け入れ時の研修の実施と定期的な医療機器の使用並びに点検に関する研修の実施 

d自動車運転業務に係る交通安全教育の実施と交通事故防止対策の強化   

交通安全情報を適宜院内ＨＰに掲載し情報の発信を実施している 

ｲ アルコールチェック方法の定着 

f病院公用車へのドライブレコーダー取付け 

4.防犯対策の強化    

①防犯対策の強化   

a駐車場の監視（カメラ設置）検討   

機械本体の設置場所を検討中   

b寮の出入りチェック（カメラ設置）の検討   

機械本体の設置場所を検討中   

5.保険の見直しと充実    

①以下の保険を継続した    

a役員賠償責任保険 

b企業財産包括保険(全体） 

c病院火災賠償責任保険(病院） 

d医事賠償責任保険（病院）   

e医事賠償責任保険（GH）   

f訪問事業総合保障保険（訪問）          

g個人情報漏洩賠償保険（サイバーセキュリティー）   

h車両保険   

６）病院事業に必要な経営基盤を拡充し堅実経営に努める。     

1.主要計数目標の達成    

病院が保有する資源を最大限に活かし、主要計数目標を達成し、地域社会に貢献する。 

主要計数目標は、別表記載の通り 

2.診療報酬の適切な算定と回収 

今回の診療報酬改定は診療報酬・介護報酬・障害福祉のトリプル改定となり、施行開始日

も6月と異例な改定となったが、情報収集や他病院との情報共有を図りながら無事に終え

ることができた。主な変更点は、医療従事者の人材確保や賃上げのためのベースアップ評

価料（新設） 

初再診料の引上げ。各入院基本料の引上げが挙げられる。また、医療ＤＸの推進によるマ

イナ保険証の活用増進（外来患者に対し、積極的な活用の呼び掛け実施）に努めた。入院



ベースアップ評価料：16,400,410円、外来ベースアップ評価料：467,800円 （6月～3月

分増収額）     

①診療報酬算定への理解と未算定、算定内容の見直し   

a返戻・査定等の縮減   

事例に対し、関係各位で協議し再発防止に尽力している。   

b査定情報の院内周知と適正な診療報酬の請求   

関係部署に回覧と院内メールにて情報共有を行っている。   

c認知症介護基礎・実践研修など認定看護師、院内認定看護師等を中心とした現場教育の充

実、定着化  

第3回認知症サポーター養成講座に22名受講し、オレンジリングを贈呈する。 

認知症認定看護師を講師とした看護展開（認知症）・看護研究とは・症例発表の査読を実

施。 

②未収金の管理と回収の強化   

a未収金管理の強化と長期未収の削減   

滞納者の家族との面談実施や電話をかけ、生活状況等の聞き取り実施している。  

ｲ 退院時の支払誓約の徹底と入金管理の確実な実施  

 支払誓約者に対して徹底した入金管理の実施。  

ﾛ 入金確認が取れない際は電話・文書郵送による継続した回収促進  

 電話・郵送でも連絡が無い場合は自宅訪問を行なうなど回収に尽力している。  

b回収委託も含め効率的な回収の推進   

3.情報システムの安全性と利便性の向上    

①電子カルテシステムの活用とバージョンアップ   

2025/2 電子カルテ「アルファ」のバージョンをREV03→07へアップした。 

②院内コンピュータシステムのリスク管理の徹底   

厚労省の主幹する「サイバーセキュリティ確保事業」に参加し、特に指摘はなかった。 

③訪問看護記録の電子カルテ連携   

Warokuシステムのバージョンアップにより電子カルテとの連携ができなくなる可能性があ

り、主治医や他部門との在宅支援の情報を迅速に行える対処法をIT推進課と検討してい

る。 

④リモート会議システムの活用推進   

看護部連絡会議や外部との諸会議で活用している   

⑤オンライン資格確認制度の推進   

外来患者：のべ2,676件。月ごとに増加が見られるものの全体の約3割。入院については

現状ではごく僅かとなっている。   

⑥電子申請の推進   



a電子政府の総合窓口（e-Gov）   

電子政府の利用範囲を拡大するため、電子証明書の取得等について調査。令和7年中に取

得を目指す。 

b国税電子申告・納税システム（e-tax)   

法人市町村税・事業税・消費税・源泉所得税をダイレクト納付により納税している。 

また、償却資産申告書の電子申告を試みるも、TKC財務システムの都合により実施できなか

った。別途方策を検討する。 

c地方税共通納税システム（eltax) 

個人住民税をダイレクト納付により、納税している。   

⑦人事給与システム・勤怠システム 

人事給与システムは、9/27に大塚商会のSMILE Vへとバージョンアップを行い、10月給与

からは新システムでの給与計算を行うことができた。勤怠管理システムは、新システムに2

月16日より移行することができた。 

⑧電子帳簿保存法改定への対応    

現時点では、電子で受け取った請求書の電子保存のみ対応している。対応範囲の拡大につ

いて、顧問税理士と協議していく。   

4.物品管理並びに設備投資計画の策定と適切な投資・改修の実施    

①Ｂ棟の建替え（昭和60年11月建設）等に関する中長期計画の策定   

建築費が大幅に高騰しており、計画を再検討中 

②院内施設設備の点検と老朽、破損個所の修理改修   

破損個所については随時実施   

③納入業者、業務委託業者の業務評価とその見直し   

年1回実施  

a医療材料、事務用品、日用消耗品等の納入業者及び委託先の適切性の定時評価と見直し 

b複数業者による相見積りの徹底 

2社以上の相見積もり実施 

c医薬品等も含めて在庫調査と無駄、死蔵物品の縮減   

ｲ 医薬品の在庫調査を年２回実施し、デッドストックの早期発見に努める。   

ﾛ 新規採用又は後発品への変更・薬価改正時において、相見積もりを徹底する 

ﾊ 薬剤のデッドストックの削減・使用促進を促す目的として定期報告を行い、薬剤リスト

の見直しを進めて、デッドストックの削減に努める。また、該当患者のために一時購入

した医薬品については退院する時に持って帰ってもらうといった対応を行っていく。 

d業務管理、衛生管理、コンプライアンスの遵守の周知徹底のための取引業者研修会の開催 

感染等もあり実施を見送っていたが、今後開催していく予定。 





1.標榜科目
精神科　神経科　心療内科　内科　消化器科　循環器科　

2.病床数
精神病床３５０床（内、精神保健福祉法指定病床数３０床）

精神一般病棟（１病棟５２床　２病棟５０床　６病棟５４床）

精神科急性期治療病棟（５病棟３２床）

精神療養病棟（３病棟４２床　７病棟６０床）

認知症治療病棟（８病棟６０床）

3.施設基準
  認定日

精神病棟入院基本料 １５対１ (精神入院) 第 567 号 H23.10.1

救急医療管理加算 (救急医療) 第 15 号 R 2. 4.1

看護配置加算 (看配) 第 597 号 H27. 9.1

看護補助加算 １ (看補) 第 690 号 H27. 9.1

療養環境加算 (療) 第 30 号 H15. 7.1

精神科身体合併症管理加算 (精合併加算) 第 1 号 H20. 4.1

精神科救急搬送患者地域連携受入加算 (精救急受入) 第 6 号 H24. 9.1

精神科急性期医師配置加算 (精急医配) 第 10 号 R 2. 4.1

精神科急性期治療病棟入院料 １ (精急１) 第 9 号 H27. 9.1

精神療養病棟入院料 (精療) 第 12 号 H27. 9.1

認知症治療病棟入院料 １ (認治１) 第 6 号 H25. 2.1

入院時食事療養費（Ⅰ） (食) 第 364 号 H13.12.1

(こ連指Ⅱ) 第 12 号 R 4. 5.1

薬剤管理指導料 (薬) 第 103 号 R 1. 7.1

ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 (Ｃ・Ｍ) 第 96 号 R 2. 7.1

精神科作業療法 (精) 第 3 号 H 6.11.1

精神科ショート・ケア（大規模なもの） (ショ大) 第 6 号 H24.12.1

精神科デイ・ケア（大規模なもの） (デ大) 第 8 号 H24.12.1

医療保護入院等診療料 (医療保護) 第 3 号 H16. 4.1

外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） (外在ベⅠ) 第 16 号 R 6. 6.1

入院ベースアップ評価料１７ (入ベ17) 第 1 号 R 6. 6.1

4.認定・指定
精神保健福祉法指定病院

国民健康保健療養取扱機関

健康保険法老人保健法保険医療機関

生活保護法指定医療機関

応急入院指定病院

日本老年精神医学会認定施設

第二種社会福祉事業福祉医療機関

滋賀県精神科救急医療システム事業病院

心神喪失者等医療観察法の指定通院医療機関

認知症疾患医療センター

指定自立支援医療機関

厚生労働省臨床研修指定病院

精神障害者共同生活援助事業施設

日本精神神経学会専門医研修施設

訪問看護事業（医療・介護）・訪問看護予防介護事業

訪問介護事業・予防介護事業

居宅介護・重度訪問介護・行動支援事業

障害福祉サービス事業 

施設基準名 受理番号

こころの連携指導料（Ⅱ）



従　業　員　数

　　　　　（　　）非常勤者数別掲 令和６年度 令和５年度

　　医　　　師 9（11）人 8（11）人

　   薬　剤　師 3（ 1）人 3（ 2）人

 　  看　護　師　 ＊ 98（ 8）人 90（ 8）人

　   准看護師    　＊ 15（ 3）人 16（ 1）人

　   看護助手　　 ＊ 39（ 2）人 32（ 8）人

　   生活指導員 　＊ 2（ 1）人 3（ 1）人

　   ＊ 看護関係職員　　小  　計 154（14）人 141（18）人

　　　　　　 〃     　　 対前年比  13（-4）人  -4（ 6）人

　   病棟クラーク 6（ 0）人 7（ 0）人

　　作業療法士 9（ 0）人 7（ 0）人

　　作業療法助手 2（ 0）人 2（ 0）人

　　臨床心理士 1（ 0）人 1（ 0）人

　　診療放射線技師 2（ 0）人 1（ 0）人

　　臨床検査技師 2（ 0）人 2（ 0）人

　　管理栄養士 3（ 1）人 3（ 1）人

　　栄　養　士 0（ 0）人 0（ 0）人

　　精神保健福祉士 9（ 0）人 9（ 0）人

　　事　務　職　員 24（ 2）人 23（ 2）人

　　世話人・その他 0（ 4）人 0（ 4）人

　　訪問看護師 4（ 2）人 4（ 3）人

　　介護福祉士 3（ 0）人 2（ 0）人

　　介護職員実務者研修 0（ 0）人 0（ 0）人

　　介護職員初任者研修 0（ 2）人 0（ 2）人

　　居宅事務職員 1（ 0）人 1（ 0）人

　　合　　　　　計 232（37）人 214（43）人

　　　　　〃　　　 　対前年比  18（-6）人  -7（ 8）人

　　看護学生（奨学生）数 （県  内） 16人 13人

　　看護学生（奨学生）数 （県  外） 8人 8人

　R4.4.1～R5.3.31　　     就職数　 37（ 8）人 20（14）人

               〃　　　　　　　 復職数　　　  4（ 1）人  13（ 3）人

               〃　　　　　　　 退職数　　　23（ 7）人 28（ 6）人

               〃　　　 産休・育休者数　　　6（ 1）人 4（ 0）人

               〃　　　　 他・休職者数　　　   2（ 6）人   11（ 4）人

令和7年3月31日現在


